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　五條市役所（本庁）　�22-4001（代）　　　西吉野支所　�33-0301（代）　　　大塔支所　�36-0311（代）　　　 本 西 大 

老人保健制度が一部変わります 

本 

 
 
一定以上の所得が
ある人 

一般 

低所得Ⅱ  

低所得Ⅰ 

老人保健法 
医療受給者証 
 
 

老人医療 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
心身障害者医療 
 
母子医療 
 
重度心身障害 
　　　　老人等医療 

満７５歳以上の人（誕生月の翌月１日より）および政令で定める障害のある(状態が身体障
害者手帳１～３級および４級の一部、障害年金１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健手帳１・２
級に該当する人)６５歳～７５歳の人。ただし、昭和７年９月３０日以前生まれの人は従来どお
り老人保健の対象(政令で定める障害のある６５歳～７５歳の人も同様)です 
 
昭和１５年７月３１日以前に生まれた満６５歳～６９歳の人で、本人・配偶者・扶養義務者（子・孫・
兄弟等 ）とも住民税所得割が非課税の人 

※世帯あるいは保険が別であっても同一家屋で住んでいる場合､ また離れて住んでいる子の社
会保険加入者はその被保険者も上記と同様に全員の住民税所得割が非課税であること 
 
出生の日から満３歳となる月の末日まで(１日生まれの人は前月末まで)ただし、乳幼児が五
條市に住所を有すること  
 
満３歳となる月の翌月１日から満６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで 
ただし、幼児が五條市に住所を有すること 
 
１歳以上６５歳未満の人で、身体障害者手帳１・２級・療育手帳Ａをお持ちの人 
 
母子家庭の母と１８歳未満（１８歳の年度末）の児童および両親のいない１８歳未満（１８歳の
年度末）の児童を養育している夫のいない女子または未婚の女子 
 
老人保健制度に該当する人のうち、身障手帳１・２級または療育手帳Ａをお持ちの人 

外来（個人単位） 

 

 

自己負担限度額 
　　　　　外来＋入院（世帯単位） 

７２，３００円＋医療費が３６１，５００円を超えた場合は、その超えた分の１％
を加算（４回目以降は４０，２００円） 

40,200円 

24,600円 

15,000円 
 
 

１０月１日から 

40,200円 
 

12,000円 

8,000円 

 
 
一定以上の所得が
ある人 

一般 

低所得Ⅱ（注１）  

低所得Ⅰ（注２） 

外来（個人単位） 

 

 

自己負担限度額 
　　　　　外来＋入院（世帯単位） 

８０，１００円＋医療費が２６７，０００円を超えた場合は、その超えた分の１％
を加算（４回目以降は４４，４００円） 

44,400円 

24,600円 

15,000円 
 
 

44,400円 
 

12,000円 

8,000円 

０歳児～２歳児 
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 　　　　●税制改正に伴う自己負担限度額据え置き等の経過措置（平成１８年８月から） 
 　　　　●現役並み所得を有する高齢者（一定以上所得者）の患者負担の見直し（平成１８年１０月から） 
 　　　　●高額医療費の自己負担限度額の引き上げ（平成１８年１０月から） 
 
 
 
 
 

  
■　医療費が高額になったときの自己負担限度額が一部変わります。　　（平成１８年１０月から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■　公的年金等控除の見直し・老年者控除の廃止に伴う激変緩和措置　　　 (平成１８年８月から２年間) 
　公的年金等控除の見直しおよび老年者控除の廃止により、新たに一定以上所得者と判定された人で、 
・課税所得１４５万円以上２１３万円未満 
・年収が、高齢者が複数いる世帯で５２０万円以上６２１万円未満、または高齢者のみの単身世帯で３８３万円以上４８４万円未満のいず
　れかにあてはまる場合は、申請し認められると、医療費が高額になったときの自己負担限度額は、「一定以上所得者」でも「一
　般」の限度額が適用されます。 
  
（注１）低所得Ⅱとは 
　７０歳以上または老人保健で医療を受ける場合で、同一世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人。あるいは、老年者
に係る住民税非課税措置の廃止に伴う経過措置対象者 
  
 （注２）低所得Ⅰとは 
　７０歳以上または老人保健で医療を受ける場合で、同一世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で､その世帯の各所得が必
要経費・控除(年金の所得は控除額を６５万円（平成１８年８月からは８０万円）として計算)を差し引いたときに０円となる人。 
  

■問合先　保険課福祉医療係　　 (内線３７３、３９３)

　現在､各医療に該当すると思われる人に､医療証(資格証)の更新手続きを実施しています｡ 
　申請書類が届きましたら､速やかに手続きを行ってください｡ 
　助成を受けることができる人は、五條市に住所を有する、国民健康保険の被保険者、社会保険本人および被扶養者
の人で、次の要件に該当する人です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 福祉医療については、７月中に申請済の人のうち該当者に資格証を発行します。 申請手続きを行っていない人につ
いては､各医療制度の適用は受けられませんので注意してください｡  
  
 　この医療助成制度については申請主義ですが、五條市では、これらの制度のうち便宜上 
 　･老人保健法に該当すると思われる人・・・ 誕生月末に案内のハガキ 
 　･幼児医療(３歳児～就学前)に該当すると思われる人  ・・・ 満３歳の誕生月の初めに申請書(手紙)を送付してい
　　ますが、住民票のない人、転入した人、また条件の把握ができない人等については通知できない場合があります。 
    
○申請時には、健康保険証、印鑑が必要です。また転入した人については、前住所地での所得証明等が必要です。 
○現在老人保健・福祉医療証をお持ちの人で住所・氏名・加入医療保険の変更や資格喪失『死亡・転出・婚姻（母子）』
　等の場合は必ず届けてください。 
○老人保健受給者で１か月の医療費が高額になった場合 
 　「高額医療支給申請書」を提出していただく必要がありますが､高額の結果が出るまで時間を要しますので市役所
　から通知があるまでお待ちください。なお、 一度申請をすると変更がない限り提出する必要はありません。 
○老人保健受給者が入院した場合 
   住民税非課税世帯の老人保健受給対象者あるいは老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴う経過措置対象者は、
「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請を行ってください。入院時の一部負担金および食事代が軽減されます。 
  
■問合先　保険課福祉医療係　　 (内線３７３、３９３) 
 　　　　　住民課　　　　　 　（内線２６） 
 　　　　　住民厚生課　　　 　（内線４３） 

平成１８年９月３０日まで 

平成１８年１０月１日から 

制　 度   名 　　　　　　　 支          給           要           件                
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大 

■　一定以上の所得がある人は自己負担割合が２割から３割に引き上げられます。　　 （平成１８年１０月から） 
　同一世帯に一定の所得（課税所得が１４５万円）以上の７０歳以上の人または老人保健でお医者さんにかかる人がいる場合。 
　ただし、収入の合計が、２人以上の場合は６２１万円（平成１８年８月からは５２０万円）未満、１人の場合は４８４万円（平
　成１８年８月からは３８３万円）未満であると申請した場合は、「一般」と同様となり、１割負担となります。 
　該当すると思われる人には、文書で通知します。 
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老人保健・福祉医療助成制度および 
 医療証(資格証)の更新について 




